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岐阜県交通遺児激励金事業への寄附に対し、知事感謝状を贈呈します 

～（一社）岐阜県自動車会議所より寄附をいただきました～ 

 

 このたび、一般社団法人 岐阜県自動車会議所（岐阜市）より、県の交通遺児激励金事業のために寄

附をいただきました。 

上記団体からの寄附に対し感謝の意を表すため、下記のとおり感謝状の贈呈式を行います。 

 

記 

 

１ 日 時  令和５年２月２０日（月） １７：００～１７：１５ 

２ 場 所  県庁６階 第二応接室 

３ 感謝状受領者  一般社団法人 岐阜県自動車会議所 会長  田口
たぐち

 隆男
たかお

 氏 

４ 感謝状贈呈者  知事 古田 肇 

５ 寄 附 金 額  岐阜県交通遺児激励金事業への寄附    ２００万円 
          （昭和４３年度以降の累計寄附金額  ２億７５０万円 ※５５回目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年２月１０日（金）岐阜県発表資料 

担 当 課 担 当 係 担 当 者 電 話 番 号 

県民生活課 交通安全・コミュニティ係 佐藤 由子 

内線 3013 

直通 058-272-8205 

FAX  058-278-2889 

【参 考】 

〇一般社団法人 岐阜県自動車会議所の概要 

 

■設   立：昭和２６年１２月２１日 

■会 員 数：県内の自動車関連の３１団体・企業 

■主 な 事 業：自動車に関する調査研究及び広報・啓発、交通事故防止対策の推進及び協力等 

  ■寄附について：同会議所の運営業務にかかる収益金の一部を寄附いただきました。 

 

〇岐阜県交通遺児激励金事業の概要 

「岐阜県交通遺児激励金事業（昭和４４年から実施）」は、交通事故により親等を失った高校生

以下の遺児に対し、健やかに、かつ、たくましく成長し、勉学に励むことができるよう「こどもの

日」に合わせて激励金を支給する事業です。寄附金は、この事業のほか、交通安全対策にも活用さ

せていただきます。 

    ＜岐阜県交通遺児激励金事業の支給実績＞ 

令和４年度   ６８名 １，４１０，０００円 

令和３年度   ８２名 １，７１０，０００円 

 


